


 

さいたま市条例第１５号 

さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例及びさいたま市浦和

ふれあい館条例の一部を改正する条例 

 （さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例の一部改正） 

第１条 さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例（平成１３年さい

たま市条例第１７３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（定義） （定義） 
第２条 この条例において「障害者」とは、次に掲

げる者をいう。 
第２条 この条例において「障害者」とは、次に掲

げる者をいう。 
 ⑴～⑶ ［略］ ⑴～⑶ ［略］ 
 ⑷ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平

成２６年法律第５０号）第７条第４項に規定す

る医療受給者証の交付を受けている者又は同法

第２８条第２項に規定する指定難病要支援者証

明事業における証明を受けている者 

 

 ⑸ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３号

）第２２条第８項に規定する障害福祉サービス

受給者証の交付を受けている者 

 

 ⑹ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

２１条の５の７第９項に規定する通所受給者証

の交付を受けている者 

 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  
 （使用料等の減免）  （使用料等の減免） 
第３条 障害者、その介護者その他市長が特に必要

と認めた者が市の設置した公の施設を利用する場

合は、当該公の施設の使用料等を定めた条例の規 
 定にかかわらず、規則で定める使用料等を減額し、

 又は免除することができる。  

第３条 障害者又はその介護者が市の設置した公の

施設を利用する場合は、当該公の施設の使用料等

を定めた条例の規定にかかわらず、規則で定める

使用料等を減額し、又は免除することができる。 

  

（さいたま市浦和ふれあい館条例の一部を改正する条例） 



 

第２条 さいたま市浦和ふれあい館条例（平成１３年さいたま市条例第１４２号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
⑴ ［略］ 

 ⑵ 障害者 さいたま市障害者の利用に係る公の

施設使用料等減免条例（平成１３年条例第１７

３号）第２条第１項に規定する障害者をいう。 
⑶ ［略］ 

 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
⑴ ［略］ 

 ⑵ 障害者 障害者基本法（昭和４５年法律第８

４号）第２条第１号に規定する障害者をいう。 
 
⑶ ［略］ 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


